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後期高齢者の低栄養防止等の推進について
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Ⅲ 重点改革事項① 保険者が本来の機能を発揮し、国民が自ら取り組む健康社会の実現

他にも、個別疾患対策による
重症化予防も実施
（例）
・C型肝炎に対する医療費助
成を通じた重症化予防（効果
額：約0.1兆円）

（１）生活習慣病予防対策（一次予防）

・特定健診・特定保健指導の受診率向上に向けた取組を
推進し、メタボリックシンドローム該当者の減少や糖尿病
有病者の増加を抑制
・医療機関における禁煙支援・禁煙治療や健診・保健指導
における禁煙支援を一層推進、たばこ税の引上げなど

保険者

データ
分析

福利厚生
管理

個人の
健康支援

保険制度の
インセンティブ

・健康経営銘柄
・表彰制度 等

【関連産業の振興】【インセンティブ改革】○現役世代からの健康づくりの推進

インセンティブ改革（制度改革を活用・前倒し実施）

・高齢者の虚弱（「フレイル」）に対する総合対策
［平成28（2016）年度、栄養指導等のモデル事業を実施。食の支援等、順次拡大］
・「見える化」等による介護予防等の更なる促進
・高齢者の肺炎予防の推進（効果額：約0.1兆円）
・認知症総合戦略（新オレンジプラン）の推進

○高齢期の疾病予防・介護予防等の推進

・個人の予防・健康づくりに向けた取組に応じてヘルスケアポイントを付与［平成27（2015）年度にガイドライン策定・周知］

・予防・健康づくりなど医療費適正化に積極的に取り組む保険者を支援
［平成27（2015）年度から後発医薬品の使用促進・重症化予防など、後期高齢者支援金の加減算制度の新たな指標等を検討］

※データヘルスの実効性を高める保険者規模を確保する取組（参考資料Ｐ12「ドイツと日本の保険者」参照）や、保険者におけるレ
セプトデータ等を活用した重複受診等を防止するための保健指導等も併せて推進

【保険者の強化】（２）生活習慣病の重症化予防対策（二次予防）

・データ分析に基づく、医療機関と連携した糖尿病性腎症の重症化予防（効果額：約0.2兆円）、脳卒中・心筋梗塞の再
発予防など（参考資料Ｐ15「糖尿病重症化予防事業（協会けんぽの例）」、Ｐ16「広島県呉市国保の事例」参照）

※数字は平成32（2020）年度における医療費の適正化効果額（粗い見込み）
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平成27年5月26日（火）経済財政諮問会議塩崎大臣提出資料（「中長期的視点に立った社会保障政策の展開」）を一部修正
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・低栄養
・転倒、サルコペニア
・尿失禁
・軽度認知障害（MCI）

・食欲の低下
・活動量の低下（社会交流の減少）
・筋力低下
・認知機能低下
・多くの病気をかかえている

「フレイル」とは

閉じこもり、孤食

意欲･判断力や認知
機能低下、うつ

低栄養・転倒の増加
口腔機能低下

精神的身体的

加齢

自立

フレイルの多面性

加齢とともに、心身の活力（例えば筋力や認知機能等）が低下し、生活機能障害、要
介護状態、そして死亡などの危険性が高くなった状態。

フレイルは、適切な介入･支
援により、生活機能の維持
向上が可能。

【今後の取組】

○医療･介護が連携したフレイル
の多面性に応じた総合的な
対策の検討が必要。

○メタボ対策からフレイル対応
への円滑な移行。

①フレイルの概念及び重要性
の啓発

②フレイルに陥った高齢者の
適切なアセスメント

③効果的･効率的な介入･支援
のあり方

④多職種連携･地域包括ケア
の推進

加齢に伴う変化

死亡
要介護
状態

虚弱状態
（フレイル）

社会的

※多くの高齢者が中間的な
段階（フレイル）を経て
徐々に要介護状態に陥る

危険な加齢の兆候（老年症候群）

健康

高齢者の虚弱（「フレイル」）について

平成27年5月26日（火）経済財政諮問会議塩崎大臣提出資料（「中長期的視点に立った社会保障政策の展開」（参考資料））
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［現状］

① 健康診査
○ 全広域連合で実施。受診率は25.1％
（Ｈ25年度）。市町村等に委託。
○ 基本的に腹囲測定を除き特定健診
（若年者）と同じ項目。

② 健診以外の保健事業
○ 健診以外に、

・歯科健診
・重複・頻回受診者等への訪問指導
・ジェネリック医薬品使用促進に向けた
取組 などを実施。

③ 保健事業の実施体制
○ 38広域連合で保健事業実施計画を策
定済（平成27年度中に全広域連合で策
定予定）。

［充実の方向性］

○ 生活習慣病等の重症化予防、心身機能の低下に
伴う疾病の予防のため、高齢者の心身の特性に応
じた保健指導等の実施を推進。

◎国保法等改正法案による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律

第125条 後期高齢者医療広域連合は、高齢者の心身の特性に応じ、健康教育、健
康相談、健康診査及び保健指導並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者
の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な
事業を行うように努めなければならない。（平成28年４月１日施行）

○ 平成28年度から、栄養、口腔、服薬などの面から、
高齢者の特性にあった効果的な保健事業として、専
門職による支援をモデル実施。※効果検証を行い、平成
30年度からの本格実施を目指す。

○ 今年度、心身機能等の包括的なアセスメント手法、
効果的な支援方法の研究を実施。

○ 広域連合と介護保険の地域支援事業を行う市町
村が連携を図るなど医療介護連携を推進。

後期高齢者の保健事業の充実について

平成27年5月26日（火）経済財政諮問会議塩崎大臣提出資料（「中長期的視点に立った社会保障政策の展開」（参考資料））を一部修正
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医療保険制度改革骨子（平成27年１月13日社会保障制度改革推進本部決定）

○ 平成28年度から、後期高齢者医療広域連合において、栄養指導等の高齢者の特
性に応じた保健事業を実施する。

第百二十五条 後期高齢者医療広域連合は、高齢者の心身の特性に応じ、健康教育、健康相談、健
康診査及び保健指導並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援そ
の他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。
２ （略）
３ 後期高齢者医療広域連合は、第一項に規定する事業を行うに当たつては、介護保険法第百十五
条の四十五第一項及び第二項の規定により地域支援事業を行う市町村及び保険者との連携を図る
ものとする。
４ （略）
５ 厚生労働大臣は、第一項の規定により後期高齢者医療広域連合が行う被保険者の健康の保持増
進のために必要な事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため、指針の公表、情報の提供
その他の必要な支援を行うものとする。
６ 前項の指針は、健康増進法第九条第一項に規定する健康診査等指針及び介護保険法第百十六条
第一項に規定する基本指針と調和が保たれたものでなければならない。

＜持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律（平成27年
法律第31号）よる改正後の高齢者の医療の確保に関する法律（平成28年４月１日施行）＞

※下線部は関連する改正部分 4



平成２８年度概算要求 後期高齢者医療制度の保健事業に関連する補助事業

○糖尿病性腎症重症化予防事業等の好事例の横展開 約3.4億円（約2.7億円）※

・ 糖尿病性腎症の患者であって生活習慣の改善により重症化の予防が期待される者に対し、医療保険者が医療機関と連携して保健指導を実施
するなど、好事例の全国展開を進める。
※健康保険組合、全国健康保険協会、後期高齢者医療広域連合分

○健康診査（歯科健診を含む）に要する経費 約41.2億円 （約31.2億円） 内歯科健診分 約8.6億円（約6.1億円）

・ 健康診査及び口腔機能低下や肺炎等の疾病を予防するため、歯・歯肉の状態や口内清掃状態等をチェックする歯科健診を実施。

※括弧内は前年度予算額 5

○医療費適正化等推進事業に要する経費 約17.0億円（約4.4億円）

（１）重複・頻回受診者等に対する訪問指導の強化 約3.5億円（約1.9億円）

・ レセプト等情報により選定した重複・頻回受診者等に対する訪問指導に加えて、多量投薬者等に対して、地域薬剤師会の協力を得て、薬剤
師等による訪問指導及びその結果を処方医、薬局へのフィードバックを行う取り組みを実施。

（２）後発医薬品の使用促進事業に要する経費 約2.7億円（約2.4億円）

・ 後発医薬品の使用促進を図るため、後発医薬品利用差額通知の送付や後発医薬品希望カード等の配付を実施。

（３）高齢者の低栄養防止・重症化予防等の推進 約10.7億円（新規）

・低栄養、筋量低下等による心身機能の低下の予防、生活習慣病等の重症化予防のため、高齢者の特性を踏まえた保健指導等を実施。

（４）効果的な保健事業の推進 7.6百万円（約7.7百万円）

・ 国保連合会に設置する支援・評価委員会の委員が広域連合に対し評価・助言等を行うことにより、効率的・効果的な保健事業の推進を図る。
（平成26年度に市町村国保及び広域連合がデータ分析に基づきPDCAサイクルに沿って保健事業を効率的・効果的に実施できるよう、国保連合
会に、保健事業の評価、助言等を行う支援・評価委員会が設置されており、地域の実態に応じた保健事業の企画等を支援するために保健師
が配置されている。）



○高齢者の低栄養防止・重症化予防等の推進

被保険者

訪問看護ステーション

保健センター 地域包括支援センター

薬局診療所・病院

専門職
・低栄養
・転倒、サルコペニア
・尿失禁
・軽度認知障害（MCI）

・食欲の低下
・活動量の低下（社会交流の減少）
・筋力低下
・認知機能低下
・多くの病気をかかえている

（参考）高齢者の特性（例：虚弱（フレイル））

閉じこもり、孤食

意欲･判断力や
認知機能低下、
うつ

低栄養・転倒の増加
口腔機能低下

精神的身体的

フレイルの多面性

加齢とともに、心身の活力（例えば筋力や認知機能等）が低下し、生活機
能障害、要介護状態、そして死亡などの危険性が高くなった状態。

加齢に伴う変化

社会的

危険な加齢の兆候（老年症候群）

○ 低栄養、筋量低下等による心身機能の低下の予防、生活習慣病等の重症化予防のため、高齢者の特性を踏まえた保健指導等を実施。

○ 後期高齢者医療広域連合において、地域の実情に応じて、地域包括支援センター、保健センター、訪問看護ステーション、薬局等を活用し、課題に
応じた専門職（管理栄養士、歯科衛生士、薬剤師、保健師等）が、対応の必要性が高い後期高齢者に対して相談や訪問指導等を実施。
〈例〉 ・低栄養、過体重に対する栄養相談・指導 ・摂食等の口腔機能低下に関する相談・指導

・複数受診等により服用する薬が多い場合における服薬相談・指導 等

推進のための事業イメージ

適切な介入･支援により、生活機能の維持向上が可能。

低栄養・過体重、
摂食等の口腔
機能、服薬など

訪問指導

相談

経済財政運営と改革の基本方針２０１５（平成27年６月30日閣議決定）

（インセンティブ改革）
民間事業者の参画も得つつ高齢者のフレイル対策を推進する。
（公的サービスの産業化）
民間事業者も活用した保険者によるデータヘルスの取組について、中小企業も含めた企業による健康経営の取組との更なる連携を図り、健康増進、
重症化予防を含めた疾病予防、重複・頻回受診対策、後発医薬品の使用促進等に係る好事例を強力に全国に展開する。

概 要

平成28年度要望額：１０．７億円
（平成27年度予算額：－）
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○高齢者の保健事業のあり方検討事業

（インセンティブ改革）
民間事業者の参画も得つつ高齢者のフレイル対策を推進する。
（公的サービスの産業化）

民間事業者も活用した保険者によるデータヘルスの取組について、中小企業も含めた企業による健康経営の取組との更なる連携を図り、健康増進、
重症化予防を含めた疾病予防、重複・頻回受診対策、後発医薬品の使用促進等に係る好事例を強力に全国に展開する。

経済財政運営と改革の基本方針２０１５（平成27年６月30日閣議決定）

（１）モデル事業のサポート
広域連合・市町村において実施しているモデル事業の内容の充実を図るため、情報コーディネートを行い、また、関係者間でメーリングリストを作

成し、随時情報共有・進捗状況の把握を行うとともに、有識者によるモデル事業へのスーパーバイズを行うなど各事業の効果的かつ円滑な推進をサ
ポートする。
（２）好事例の全国展開

先駆的・効果的と思われるモデル事業の好事例を、全広域連合に周知し、保健事業の新たな展開を図る。
（３）上記コンサルタントへの委託により実施

１．「後期高齢者の保健事業のあり方検討ワーキングチーム（仮称）」の設置
→「保険者による健診・保健指導等に関する検討会」の下に設置予定

２．保健事業を行う各主体のサポートシステムの構築

＜経緯・目的＞
後期高齢者の保健事業については、高齢化の進展に伴い医療費が増加している中、医療費適正化対策として重要性が増していることに鑑

み、 「後期高齢者の保健事業のあり方検討ワーキングチーム（仮称）」の設置・保健事業を行う各主体のサポートシステムの構築を通じて、
より効果的な実施方法を検討する。

（１）検討内容・スケジュール案

①モデル事業の効果検証

モデル事業を行っている広域連合又は市町村を数カ所選定し、実施している事業の効果検証を行う

②保健事業実施のためのガイドライン（案）の作成

各広域連合が保健事業を実施する際に参照するガイドライン（案）を作成・周知する

③平成２８年度中に４回の開催を予定

（２）検討委員メンバー

学識経験者、保険者（後期高齢者医療広域連合）代表、地方自治体代表等

（３）事務局の設置（外部委託）
ワーキングチームの運営にあたっては、外部（民間シンクタンク等）へ委託

平成28年度要望額：０．２億円
（平成27年度予算額：－）
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・レセプト情報から
対象者を抽出
・訪問後の効果測定

①レセプト等情報により選定した重複・頻回受診者等に対して、保健師等による訪問指導を実施することにより、適正受診の促進を図る。
②レセプト等情報により選定した重複・多量投薬者等に対して、地域薬剤師会の協力を得て、薬剤師等による訪問指導及びその結果を処方
医、薬局へのフィードバックを行うことにより、医薬品の適正使用の推進を図る。
③レセプト等情報により選定した重複・多量投薬者等に対して、医薬品の適正使用について周知広報（飲み残し、飲み忘れ防止等）を行う。
※①と②の対象者は重なることが想定されるため、その場合には、保健師と薬剤師とがチームで訪問指導を行う。
※訪問指導後は、レセプト等情報により改善状況を把握し、効果を検証するとともに、必要に応じて再訪問等を実施する。
※訪問指導対象者の選定基準（例）
重複受診・・・・・・・３ヶ月連続して、１ヶ月に同一疾病での受診医療機関が３箇所以上
頻回受診・・・・・・・３ヶ月連続して、１ヶ月に同一医療機関での受診が１５回以上
重複投薬・・・・・・・３ヶ月連続して、１ヶ月に同一薬剤又は同様の効能・効果を持つ薬剤を複数の医療機関から処方
併用禁忌・・・・・・・同一月に複数の医療機関で処方された薬剤に併用禁忌薬がある
多量投薬・・・・・・・同一月に１０剤処方以上もしくは３ヶ月以上の長期処方を受けている

事業概要

（医療・介護提供体制の適正化）

外来医療費についても、データに基づき地域差を分析し、重複受診・重複投薬・重複検査等の適正化を行いつつ、地域差の是正を行う。

（公的サービスの産業化）

民間事業者も活用した保険者によるデータヘルスの取組について、中小企業も含めた企業による健康経営の取組との更なる連携を図り、健康増進、重

症化予防を含めた疾病予防、重複・頻回受診対策、後発医薬品の使用促進等に係る好事例を強力に全国展開する。

経済財政運営と改革の基本方針２０１５（平成27年６月30日閣議決定）

国保連合会

広域連合

被保険者

専門業者

市町村

事業
委託

訪問
指導

保健師
薬剤師等

○重複・頻回受診者、重複投薬者等への保健師、薬剤師等による訪問指導

平成26年度～

平成27年度～

平成28年度要望額：３．５億円
（平成27年度予算額：1.9億円）
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後発医薬品の使用促進を図るために、保険者が実施する後発医薬品利用差額通知の送付、後発医薬品希望シール・カードの作成及び配付、後発医薬
品の普及・啓発に係るリーフレット等の作成等。

※「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」（平成２５年４月５日厚生労働省）
新たな目標：平成３０年３月末までに数量シェア６０％ （平成２６年３月度時点で約５１％）

○後発医薬品利用差額通知
・後発医薬品への切り替えを促進するため、後発医薬品に切り替えた場合の薬代の自己負担軽減額を通知

○後発医薬品希望シール・カード
・後発医薬品の希望を医師や薬剤師に伝えやすくするため｢希望シール｣又は「カード｣を作成し、被保険者へ配布又は市町村窓口に設置

【参考（実施広域連合数】

事業概要

（公的サービスの産業化）

民間事業者も活用した保険者によるデータヘルスの取組について、中小企業も含めた企業による健康経営の取組との更なる連携を図り、健康増進、
重症化予防を含めた疾病予防、重複・頻回受診対策、後発医薬品の使用促進等に係る好事例を強力に全国展開する。

保険者

被保険者

医療機関

処方箋

薬局国保連合会・支払基金

※削減効果の高い被保険者を抽出

（例）減額効果が１回あたり２００円以上あ
り、かつ慢性疾患被保険者等

通知書

⑦差額通知の郵送
①受診

③審査・支払

④請求・支払

⑤レセプトデータの提供

⑥
対象者の抽出※
差額通知の作成

⑧効果検証データ

経済財政運営と改革の基本方針２０１５（平成27年６月30日閣議決定）

②処方レセプ
ト

レセプ
ト

国保連合会・専門業者

○後発医薬品の使用促進

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度（見込み）

後発医薬品希望カードの配布 ６（13%） ２８（60%） ４１（87%） ４６（98%） ４７（100%） ４７（100%） ４７（100%）

後発医薬品利用差額通知の送付 １（2%） １（2%） ２（4%） １９（40%） ３４（72%） ４３（91%） ４６（98%）

平成28年度要望額：２．７億円
（平成27年度予算額：2.4億円）
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○後期高齢者医療の被保険者に係る歯科健診

○ 口腔機能低下や肺炎等の疾病を予防するため、歯・歯肉の状態や口腔清掃状態等をチェックする歯科健診を実施することとし、広域連合に対して国
庫補助を行う。

○ 健康増進法による健康診査実施要領に規定されている歯周疾患検診を参考にしつつ、高齢者の特性を踏まえた検査内容を各広域連合で設定。
〈例〉 問診、口腔内診査、口腔機能の評価、その他（顎関節の状態等）

○ 市町村や都道府県歯科医師会等への委託等により実施

概 要

参考 （関連事業）

対象者 事業内容 実施主体 所管部局

歯周疾患検診 40歳、50歳、60歳、70歳の者 歯科医師等による歯周病検診 市町村 健康局

歯科保健医療サービス提供
困難者への歯科保健医療推
進事業

障害者や寝たきり高齢者等、医療サービ
ス提供困難者

歯科医師等による歯科健診や
施設職員への指導等

都道府県、政令市及び特
別区

医政局

口腔機能向上プログラム

（介護予防・生活支援サービ
ス事業）

介護予防ケアマネジメントで支援が必要
とされた者

歯科衛生士等が介護職員等と協働して、
口腔清掃や口腔機能訓練を実施

市町村 老健局

※７５歳以上の者のうち、ある程度健康を維持している者に対する口腔機能低下や肺炎等の疾病予防対策は、上記事業では対応できていない。

委託

市町村・都道府県歯科医師会等

医療機関・健診施設保険者（広域連合）
被保険者

契
約 受

診

民間事業者も活用した保険者によるデータヘルスの取組について、中小企業も含めた企業による健康経営の取組との更なる連携を図り、

健康増進、重症化予防を含めた疾病予防、重複・頻回受診対策、後発医薬品の使用促進等に係る好事例を強力に全国展開する。

経済財政運営と改革の基本方針２０１５（平成27年６月30日閣議決定）

平成28年度要望額：８．６億円
（平成27年度予算額：6.1億円）
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後期高齢者の保健事業のあり方に関する研究（今年度から実施）

○ 後期高齢者の保健事業については、「高齢者の医療の確保に関する法律に基づく保健事業の実施等に関する指針」（平成26年3月31日）に基づき、取
組の推進を実施し始めたところであるが、重症化予防や心身機能の低下防止などの高齢者の特性に応じた具体的な取組が十分とはいえない状
況。

○ 医療保険者として、後期高齢者医療の被保険者の生涯にわたる生活の質の維持及び向上、医療費全体の適正化を図っていくためには、高齢者
の特性に応じた具体的な取組を図る必要がある。

背景

○ 高齢者の心身機能、健康状態等のアセスメント手法や生活習慣病等の重症化予防・再発防止や疾病の発症につながりうるような心身機能の低
下（例：低栄養による抵抗力の低下、口腔嚥下機能低下など）に着目した介入（保健指導等）方法を具体的に検討することにより、医療保険者として
実施する効果的な後期高齢者の特性に応じた保健事業に資するものとする。

目的

研究計画

○ 後期高齢者の生活の質の維持及び向上、医療費適正化
のために医療保険者が実施する保健事業として、平成
２８年度以降のモデル事業の具体的な実施手順等（ガイ
ドライン）して活用をすることにより、効率的・効果的な事
業実施が可能となる。

成果の活用

後期高齢者の心身の特性に応じた保健事業の推進

【成果物】

○後期高齢者の保健事業のあり方の提言
（包括的アセスメント手法の開発、アセスメント
後の高齢者に相応しい介入支援等）

○平成２８年度以降のモデル事業の
実施手順と効果検証のためのガイド
ラインの作成

○継続的な検討課題の抽出

高齢者の保健事業の実施に際して
有するべき基本的概念の整理

・後期高齢者の健康特性
・疾病予防の意義
・後期特有の疾病対策等

・後期高齢者の健康特性
・疾病予防の意義
・後期特有の疾病対策等

・後期高齢者の健康特性
・疾病予防の意義
・後期特有の疾病対策等

後期高齢者の疾病管理と
自立支援のための包括的
アセスメント手法の検討

生活習慣病の重症化予防、心
身機能の低下等に着目した保

健事業の検討

有識者による研究班会議
Ｈ２７年度

27年度 特別研究

モデル事業実施（～29年度）

アセスメント項目等検討
成果の
活用

平成30年度
からの事業
の全国展開
を目指す

ワーキングチームでの検討

検証 データ等

平成28年度
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「後期高齢者の保健事業のあり方に関する研究」 研究班

＜委員＞

鈴木 隆雄 国立長寿医療研究センター理事長特任補佐

石崎 達郎 東京都健康長寿医療センター研究所チームリーダー

磯 博康 大阪大学大学院医学系研究科教授

清原 裕 九州大学大学院医学系研究科教授

葛谷 雅文 名古屋大学大学院医学系研究科教授

近藤 克則 千葉大学予防医学センター教授

島田 裕之 国立長寿医療研究センター老化予防研究部部長

杉山 みち子 神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部教授

辻 一郎 東北大学大学院医療系研究科教授

津下 一代 あいち健康の森健康科学総合センターセンター長

原田 敦 国立長寿医療研究センター病院病院長

吉村 典子 東京大学医学部付属病院22世紀医療センター准教授

◎
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食の自立・栄養改善、栄養マネジメント

14

栄養指導等に関する取組の例（埼玉県和光市）

○ 和光市では、栄養改善を目的とした管理栄養士による訪問栄養指導を実施。

・ 保健師や栄養士等による健康相談などを実
施する「まちかど健康相談室」を開設、運営
（NPO法人「ぽけっとステーション」に委託。）。

・ 「まちかど健康相談室」を拠点とし、管理栄養
士によるアセスメントを行いながら、月２回の
訪問栄養指導を実施。

・ 訪問栄養指導ケースについては、地域包括
支援センターに配置されている管理栄養士が
ケースマネジメントを行い、３カ月クールで総
合評価を行う。

・ 地域包括支援センターにおいて、関係者で
評価を共有。
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17

地域包括支援センターでは、３職種（保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員）が
必置とされているが、埼玉県和光市では、管理栄養士を加配している。

和光市地域包括支援センターの事業運営体制

和光市 保健福祉部 長寿あんしん課
保険者（地域包括支援センター機能管理担当）

中央コミュニティケア会議

理学療法士・管理栄養士・歯科衛生士・薬剤師

Ａ
南地域包括支援センター

・主任介護支援専門員
・看護師（ケアマネ）
・社会福祉士（ケアマネ）
・介護支援専門員
・管理栄養士

※地域コミュニティケア会議

Ｂ

中央地域包括支援セン
ター

・看護師（ケアマネ）
・社会福祉士（ケアマネ）
・主任介護支援専門員
・介護支援専門員
（認知担当）
・介護支援専門員
※地域コミュニティケア会議

Ｃ
北地域包括支援センター

・主任介護支援専門員
・看護師（ケアマネ）
・社会福祉士（ケアマネ）
・管理栄養士
・介護支援専門員
（認知担当）
※地域コミュニティケア会議

Ｄ
北第2地域包括支援セン
ター

・主任介護支援専門員
・看護師（ケアマネ）
・社会福祉士（ケアマネ）
・介護支援専門員
（認知担当）
・看護師（ケアマネ）
※地域コミュニティケア会議

医療

住まい

福祉・保健
権利擁護等

多様な地域生活
支援サービス

高齢者・住民に対する地域包括ケアマネジメントの提供

介護保険

介護保険事業計画に地域包括支援センターの機能を明確に位置づけ



18

東
京
大
学
高
齢
社
会
総
合
研
究
機
構
飯
島
准
教
授
作
成
資
料



19



○ 摂食障害入院医療管理加算

２００点（３０日以内）、１００点（３１日以上～６０日以内）
常勤の医師、管理栄養士、臨床心理技術者が配置され、
集中的かつ多面的な治療を計画的に実施。

○ 栄養サポートチーム加算 ２００点
栄養管理計画に基づき栄養管理が実施されている入院
中の患者に対して、医師、看護師、薬剤師、管理栄養士等
が共同して必要な診療を実施（週１回）。

現行の栄養指導に関する診療報酬上の主な評価

○ 入院栄養食事指導料１２５～１３０点

○ 在宅患者訪問栄養食事指導料
４５０～５３０点

管理栄養士が、医師の指示に基づき、腎臓食などの
特別食が必要な在宅で療養を行っている患者に食事計
画案などを交付し、３０分以上調理を介して実技を伴う
指導を実施（月２回）。

○ 糖尿病透析予防指導管理料 ３５０点
糖尿病患者に対し、外来において、医師と看護師又は
保健師、管理栄養士等が連携して、重点的な医学管理
を実施（月１回）。

○ 在宅患者訪問褥瘡管理指導料 ７５０点
医師、看護師（保健師、助産師、准看護師）、管理栄
養士から構成される在宅褥瘡対策チームが、褥瘡ハイ
リスク患者であってすでにDESIGN分類ｄ２以上の褥瘡
がある患者に対し、カンファレンスと定期的なケア等を
実施（２回まで）。

○ 集団栄養食事指導料 ８０点
管理栄養士が、医師の指示に基づき、腎臓食などの特別食が必要な複数の患者を対象に指導を実施（月１回）。

管理栄養士が、医師の指示に基づき、腎臓食などの特別食が必要な患者に対して食事計画案などを交付し、概ね１５分以
上指導を実施（月１回（入院患者については入院中２回））。

○ 外来栄養食事指導料 １３０点

入院 外来・在宅
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